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防
災
か
わ
ら
版

平
成
30
年
度
に
整
備
し
た		

主
な
防
災
事
業
を
紹
介
し
ま
す

非
常
用
電
源
装
置
設
置
工
事

　

指
定
避
難
所
と
な
っ
て
い
る
各

小
学
校
の
体
育
館
へ
、
専
用
の
発

電
機
か
ら
電
力
を
屋
内
配
線
に
直

接
送
る
こ
と
が
で
き
る
非
常
用
電

源
装
置
の
設
置
を
行
い
ま
し
た
。

　

発
電
機
の
購
入
も
行
い
、
停
電

の
際
も
発
電
機
を
起
動
さ
せ
る
こ

と
で
屋
内
の
照
明
や
コ
ン
セ
ン
ト

な
ど
必
要
最
小
限
の
も
の
が
、
そ

の
ま
ま
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

耐
震
性
貯
水
槽
整
備
工
事
・		

非
常
用
ト
イ
レ
整
備
工
事

　

災
害
時
の
飲
み
水
の
確
保
が
可

能
な
耐
震
性
の
貯
水
槽
と
、
非
常

用
ト
イ
レ
（
貯
留
型
）
を
浜
崎
小

学
校
に
整
備
し
ま
し
た
。

　

非
常
用
ト
イ
レ
に
設
置
す
る
便

器
と
上
屋
も
購
入
し
、
組
立
の
訓

練
を
行
い
ま
し
た
。
水
と
ト
イ
レ

と
い
う
災
害
時
に
最
重
要
と
な
る

施
設
の
整
備
を
行
い
、
万
が
一
の

避
難
生
活
時
の
負
担
の
軽
減
を
目

的
と
し
ま
し
た
。

　

本
年
度
は
白
浜
小
学
校
に
非
常

用
ト
イ
レ
（
貯
留
型
）
の
整
備
を

行
い
ま
す
。

避
難
場
所
看
板
作
成
業
務

　

市
内
21
か
所
の
指
定
避
難
場
所

の
前
に
看
板
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

蓄
光
素
材
を
使
用
す
る
と
と
も

に
、
各
避
難
場
所
に
対
応
す
る
災

害
種
別
を
表
示
す
る
な
ど
、
分
か

り
や
す
い
看
板
と
な
り
ま
し
た
。

災
害
用
避
難
施
設
等	

	

整
備
事
業
補
助
金

　

災
害
発
生
時
の
対
策
と
し
て
、

避
難
施
設
の
充
実
や
避
難
路
の
整

備
を
行
う
自
主
防
災
会
に
対
し
、

補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

　

昨
年
度
は
田
牛
区
、
吉
佐
美
区

の
避
難
路
の
整
備
、
須
原
１
区
、

広
岡
東
区
、
弥
七
喜
区
の
防
災
倉

庫
の
購
入
、
相
玉
区
の
避
難
施
設

の
手
す
り
の
取
付
工
事
に
対
し
て

補
助
金
の
交
付
を
行
い
ま
し
た
。

今
後
も
地
域
が
必
要
と
す
る
避

難
路
等
に
対
し
、
補
助
金
の
交
付

を
行
い
ま
す
。

※
各
事
業
に
関
す
る
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ま
の

様
々
な
悩
み
の
解
決
や
、
行
政
に

対
す
る
苦
情
解
決
の
促
進
の
一
助

と
し
て
、
市
民
相
談
・
法
律
相
談

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
、
無
料
で
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

相
談
は
原
則
と
し
て
予
約
制
で

す
。
予
約
状
況
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
電
話
に
よ
る
相
談
は
実

施
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

三
島
年
金
事
務
所
出
張 

 

年
金
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

月
に
１
度
、
市
役
所
２
階
会
議

室
に
お
い
て
、
三
島
年
金
事
務
所

の
職
員
が
出
張
年
金
相
談
会
を
開

い
て
い
ま
す
。

　

市
内
で
老
齢
厚
生
年
金
の
手
続

や
、
年
金
額
照
会
等
が
可
能
で
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
事
前
予
約
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

年
金
相
談
の
メ
リ
ッ
ト

　

厚
生
年
金
に
関
す
る
手
続
は
三

島
年
金
事
務
所
に
行
く
か
、
郵
送

す
る
し
か
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

出
張
年
金
相
談
は
市
内
で
直
接
年

金
事
務
所
の
職
員
と
や
り
と
り
で

き
る
の
で
安
心
、
便
利
で
す
。

　

年
金
制
度
全
般
に
つ
い
て
の
質

問
や
、
年
金
の
請
求
、
将
来
受
け

取
る
年
金
額
の
照
会
な
ど
、
年
金

に
関
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
ほ
と
ん

ど
の
こ
と
が
出
張
年
金
相
談
で
行

え
ま
す
。

　

特
に
、
老
齢
厚
生
年
金
や
遺
族

年
金
を
請
求
す
る
場
合
な
ど
に
ぜ

ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ご
予
約
は
お
早
め
に

　

ご
予
約
時
、
相
談
内
容
を
お
伺

い
し
ま
す
。

　

そ
の
際
、
相
談
に
沿
っ
た
必
要

書
類
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　

戸
籍
謄
本
が
必
用
な
場
合
、
他

市
町
が
本
籍
地
で
す
と
郵
送
請
求

な
ど
で
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
お
早
目
の
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。

予
約
・
問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

　
　
（
窓
口
③
）
☎︎
㉒
３
９
２
２

◎
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
民

生
委
員
法
及
び
児
童
福
祉
法
に
基

づ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
た
、
地
域
福
祉
を
担
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
す
。
ま
た
、
非
常
勤

の
地
方
公
務
員
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

主
な
活
動
と
し
て
、
同
じ
地
域

で
生
活
す
る
住
民
の
一
員
と
し
て
、

日
常
生
活
で
支
援
を
必
要
と
し
て

い
る
方
々
の
相
談
に
応
じ
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
行
政
や
事

業
者
と
の
橋
渡
し
役
と
し
て
、
活

動
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
や
子
育
て
に
関

す
る
支
援
を
専
門
に
担
当
す
る
主

任
児
童
委
員
も
お
り
、
学
校
な
ど

と
連
携
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

に
協
力
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
現
在
、
50
人
の
民
生
委

員
と
３
人
の
主
任
児
童
委
員
を
委

嘱
し
て
い
ま
す
。

◎
5
月
12
日
は		

	

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

　
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」

は
、
富
山
市
出
身
で
第
13
代
静
岡

県
知
事
で
あ
る
笠
井
信
一
氏
が
、

岡
山
県
知
事
時
代
に
創
設
し
た
済さ

い

世せ
い

顧
問
制
度
が
由
来
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

現
在
の
民
生
委
員
児
童
委
員
制

度
の
由
来
と
も
い
え
る
こ
の
済
世

顧
問
制
度
が
、
大
正
６
年
５
月
12

日
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
当

時
の
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
協

議
会
が
毎
年
５
月
12
日
を
「
民
生

委
員
・
児
童
委
員
の
日
」
と
す
る

こ
と
を
昭
和
52
年
に
定
め
ま
し
た
。

現
在
、
制
度
創
設
か
ら
１
０
０
年

以
上
と
な
る
、
長
い
歴
史
を
持
つ

制
度
で
す
。

　

ま
た
、
戦
後
の
窮き

ゅ
う
ぼ
う乏が

深
刻
化

す
る
中
、
昭
和
22
年
に
児
童
福
祉

法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

民
生
委
員
が
児
童
委
員
を
兼
ね
る

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

◎
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は	

ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
る
の
？

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
市

に
設
置
さ
れ
る
推
薦
会
に
お
い
て
、

選
任
さ
れ
ま
す
。
任
期
は
、
３
年

間
で
、
３
年
お
き
に
全
国
で
一
斉

に
改
選
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

現
在
活
動
し
て
い
る
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
任
期
は
、
令
和

元
年
11
月
30
日
ま
で
で
あ
り
、
12

月
１
日
に
は
全
国
で
再
任
を
含
め

た
一
斉
改
選
が
行
わ
れ
、
令
和
４

年
11
月
末
日
ま
で
活
動
す
る
委
員

が
委
嘱
さ
れ
ま
す
。

　

地
域
を
支
え
る
、
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
活
動
に
つ
い
て
、
皆

さ
ま
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

　
　
（
窓
口
⑥
）
☎︎
㉒
２
２
１
６

◎
市
民
相
談

毎
月
第
２
・
第
４
水
曜
日

　

10
時
〜
15
時

内
容　

一
般
相
談
、
行
政
の
仕
事

に
対
す
る
要
望
や
苦
情
相
談

相
談
員　

市
民
相
談
員

◎
法
律
相
談

毎
月
第
２
水
曜
日

　

９
時
30
分
〜
12
時

内
容　

相
続
、
土
地
・
建
物
の
賃

貸
借
、
賠
償
、
訴
訟
手
続
、
そ
の

他
日
常
の
法
律
問
題

相
談
員　

市
顧
問
弁
護
士

場
所　

市
役
所
２
階
会
議
室

予
約
・
問
合
せ
先

市
民
保
健
課
市
民
係

　
　
（
窓
口
②
）
☎︎
㉒
２
２
１
５

〜令和元年度　日程表〜

月
第２水曜日
市民相談
法律相談

第４水曜日
市民相談

 6 月   4日(※) 26日

 7 月 10日 24日

 8 月 14日 28日

 9 月 11日 26日(※)

10月   9日 23日

11月 13日 27日

12月 11日 25日

 1 月   8日 22日

 2 月 12日 25日(※)

 3 月 17日(※) 25日

※6/4は第1火曜、9/26は第4木曜、
2/25は第4火曜、3/17は第3火曜です。

○本年度日程表
・  6月 7日（金） ・  7月 5日（金）
・  8月 2日（金） ・  9月 6日（金）
・10月11日（金） ・11月 8日（金）
・12月 6日（金）   ・ １月10日（金）
・  2月 7日（金） ・  3月 6日（金）

相談受付時間
午前　  9 時～11 時 15 分
午後　13 時～13 時 45 分
場所　市役所２階会議室

助けあい、支えあう
「年金」って
とっても大事

問
合
せ
先　

防
災
安
全
課
防
災
係

　
　
（
窓
口
⑩
）
☎︎
㊱
４
１
４
５

防
災
か
わ
ら
版

ご
存
知
で
す
か
、

民
生
委
員
・
主
任
児
童
委
員


